
soraかさい観光バスツアー助成金交付要綱 

                               令和５年１２月１５日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の活性化に向けて加西市への集客を図り、かつツアー参加者の負担

を軽減し、本市への滞在型観光客の誘致を促進するため、（一社）加西市観光協会（以下「協

会」という。）が、加西市滞在型観光バスツアー助成金（以下「助成金」という。）の交付に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成事業者） 

第２条 助成金の交付決定を受けて助成事業を行う者（以下「助成事業者」という。）は次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

 （１）加西市への観光旅行を企画する旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）に基づく登録旅

行業者 

 （２）その他協会会長がみとめるもの 

（交付要件） 

第３条 助成金の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、次の各号のいずれにも該当

する事業とする。 

（１） １旅程あたり１５人以上が参加する一般団体旅行及びツアー企画業者による募集商

品 

（２） 令和５年 12月１日から令和６年３月 31日までの間を出発日として催行される旅行 

（３） １旅程において、加西市地域活性化拠点施設「soraかさい」（鶉野飛行場跡）へ立ち

寄ること。 

（４） １旅程において、加西市観光ガイドの案内を受けること。 

（５） 他の公的助成を受けていない旅行。ただし、令和５年度に限り、重複支給を認める。 

（助成金の交付） 

第４条 協会は、前条に規定する助成事業の実施に必要な経費の一部を助成することができる。

ただし、同一の助成事業者にあっては、同一年度内に２回を超えて助成できないものとする。 

２ 第２条第２号に規定する団体が、代表者を変更した場合についても同一の助成事業者とみ

なし、前項のただし書きを適用するものとする。 

（助成金の額等） 

第５条 助成の対象となる経費及び助成金の額は、バス貸切額に充当し、３０，０００円を上

限額とする。 

２ 他の助成と重複支給を認める場合、助成金額と他の補助金額の合算額は、補助対象経費を

限度とする。この場合、証明する書類を提出すること。 

３ 前項の規定による助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする助成事業者は、あらかじめ助成金交付申請書（様式第

１号）を会長に提出するものとする。 



（助成金の交付決定） 

第７条 会長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは助成金の交付を決定し、助成金交付決定書（様式第２号）により助成事業

者に通知するものとする。 

（実績報告及び助成金の交付請求） 

第８条 助成金の交付決定を受けた助成事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに助成

事業実績報告書（様式第３号）、助成金請求書（様式第４号）及び参加者アンケートを会長に

提出しなければならない。 

（交付金額の確定及び交付） 

第９条 会長は、前条に規定する助成金実績報告書を受理した場合はその内容を審査し、適当

と認めたときは、助成金の額を確定し、速やかに助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第 10 条 会長は、虚偽の申請又はその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して

は、交付決定を取消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されていたとき

は、期限を定めてその返還を求めることができる。 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

この要綱は、令和５年１２月１５日から施行する。 

附 則（令和５年１２月１０日 交付要件の変更による改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


